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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なるシステム間でのサービス操作を実行する方法であって：
　ソースシステムから送信された、ソースシステムアカウントとターゲットシステムに関
する情報とを含む第１のサービス要求を、サービスプラットフォームにより受信するステ
ップ（Ｓ１１０）と；
　前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムに関する情報とに基づいて、
所定の記憶ユニットからターゲットシステムアカウントを検索するステップであって、前
記所定の記憶ユニットは、前記ソースシステムにバインドされた別のシステムのソースシ
ステムアカウント及び情報を記憶するように構成されている、前記ソースシステムアカウ
ントと前記ターゲットシステムに関する情報とに基づいて、所定の記憶ユニットからター
ゲットシステムアカウントを検索するステップ（Ｓ１２０）と；
　前記ターゲットシステムアカウントの検証後に、前記ターゲットシステムが前記第１の
サービス要求に対応したサービス操作を実行できるように、前記第１のサービス要求と前
記ターゲットシステムアカウントとを前記ターゲットシステムへ送信するステップ（Ｓ１
３０）と；
　前記ターゲットシステムから戻された第１の実行結果を受信し、前記第１の実行結果を
前記ソースシステムへ転送するステップ（Ｓ１４０）と；を備える、
　異なるシステム間でのサービス操作を実行する方法。
【請求項２】
　前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカウントとの間のマッピン
グ関係を前記所定の記憶ユニットに記憶するステップをさらに備え、前記ステップは：
　前記ソースシステムから送信された、前記ソースシステムと前記ターゲットシステムに
関する前記情報とを含む第２のサービス要求を受信するステップ（Ｓ１１０１）と；
　前記ターゲットシステムのログインインターフェースをロードするために、前記ターゲ
ットシステムに関する前記情報に基づいて、前記第２のサービス要求を前記ターゲットシ
ステムへ送信し、さらに、前記ログインインターフェースから受信した前記ターゲットシ
ステムの前記アカウント及びパスワードの情報に対して検証を実行するステップ（Ｓ１１
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０２）と；
　前記検証をパスした場合は、前記ターゲットシステムが前記第２のサービス要求に対応
したサービス操作を実行した後に、前記ターゲットシステムアカウントを含む第２の実行
結果を受信するステップ（Ｓ１１０３）と；
　前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカウントとの間の前記マッ
ピング関係を、前記所定の記憶ユニットに記憶するステップ（Ｓ１１０４）と；を備える
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカウントとの間の前記マッ
ピング関係を、前記所定の記憶ユニットに記憶するステップは：
　前記ソースシステムが、前記アカウントがバインドされるものであることを示すメッセ
ージを取得し、前記アカウントがバインドされるものであることを示す前記メッセージの
取得後に、前記サービスシステムへ記憶命令を戻すことができるようにするために、前記
第２の実行結果を前記ソースシステムへ送信するステップと；
　前記記憶命令に従って、前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカ
ウントとの間の前記マッピング関係を前記所定の記憶ユニットに記憶するステップと；を
備える、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は、決済時における異なるシステム間でのログインに適用されるものであり、
前記サービス要求は決済要求である、
　請求項２又は請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ソースシステム及び前記ターゲットシステムのそれぞれは、決済システムを含む、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記サービスプラットフォームによって前記ターゲットシステムに送信される前記第２
のサービス要求は、決済金額を含む、
　請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　異なるシステム間でのサービス操作を実行する方法であって：
　サービスプラットフォームから送信された第１のサービス要求とターゲットシステムア
カウントとを、ターゲットシステムにより受信するステップ（Ｓ２１０）と；
　前記ターゲットシステムアカウントの検証後に、前記第１のサービス要求に対応したサ
ービス操作を実行して第１の実行結果を取得するステップ（Ｓ２２０）と；
　前記第１の実行結果を前記サービスプラットフォームへ戻すステップ（Ｓ２３０）と；
を備える、
　異なるシステム間でのサービス操作を実行する方法。
【請求項８】
　サービスプラットフォームから送信された第１のサービス要求とターゲットシステムア
カウントとを、ターゲットシステムにより受信する前記ステップの前に：
　前記サービスプラットフォームから受信した第２のサービス要求に基づいて、前記ター
ゲットシステムのログインインターフェースをロードするステップと；
　前記ログインインターフェースから前記ターゲットシステムの前記アカウント及びパス
ワードを取得し、前記ターゲットシステムの前記アカウントと前記パスワードに対して検
証を実行するステップと；
　前記ターゲットシステムの前記アカウント及び前記パスワードの検証後に、前記第２の
サービス要求にサービス操作を実行して、第２の実行結果を取得するステップと；
　前記サービスプラットフォームが前記ターゲットシステムアカウントを記憶できるよう
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にするために、前記ターゲットシステムアカウントを含む前記第２の実行結果を前記サー
ビスプラットフォームへ戻すステップと；を備える、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ターゲットシステムの前記アカウント及び前記パスワードの検証後に：
　前記ターゲットシステムアカウントに再び検証を実行するときに、前記ターゲットシス
テムが前記パスワードに対しては検証を実行せずに、前記ターゲットシステムアカウント
だけに対して検証を実行するように、前記ターゲットシステムアカウントに識別情報を追
加するステップをさらに備える、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の方法を実行するように構成された複数の
モジュールを備える、
　異なるシステム間でのサービス操作を実行するシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　記載した特定の実施の形態では、本願の目的、技術的解決策及び効果をさらに詳述した
。これらの記載は本願の特定の実施の形態に過ぎず、本願の保護範囲を制限することを意
図していない。本願の趣旨及び原理から逸脱せずに為されるあらゆる修正、均等物との置
き換え及び改良は、本願の保護範囲に収まるものである。
　以下、本発明の実施の態様の例を列挙する。
［第１の局面］
　異なるシステム間でのサービス操作を実行する方法であって：
　ソースシステムから送信された、ソースシステムアカウントとターゲットシステムに関
する情報とを含む第１のサービス要求を、サービスプラットフォームにより受信するステ
ップと；
　前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムに関する情報とに基づいて、
所定の記憶ユニットからターゲットシステムアカウントを検索するステップであって、前
記所定の記憶ユニットは、前記ソースシステムにバインドされた別のシステムのソースシ
ステムアカウント及び情報を記憶するように構成されている、前記ソースシステムアカウ
ントと前記ターゲットシステムに関する情報とに基づいて、所定の記憶ユニットからター
ゲットシステムアカウントを検索するステップと；
　前記ターゲットシステムアカウントの検証後に、前記ターゲットシステムが前記第１の
サービス要求に対応したサービス操作を実行できるように、前記第１のサービス要求と前
記ターゲットシステムアカウントとを前記ターゲットシステムへ送信するステップと；
　前記ターゲットシステムから戻された第１の実行結果を受信し、前記第１の実行結果を
前記ソースシステムへ転送するステップと；を備える、
　異なるシステム間でのサービス操作を実行する方法。
［第２の局面］
　前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカウントとの間のマッピン
グ関係を前記所定の記憶ユニットに記憶するステップをさらに備え、前記ステップは：
　前記ソースシステムから送信された、前記ソースシステムと前記ターゲットシステムに
関する前記情報とを含む第２のサービス要求を受信するステップと；
　前記ターゲットシステムのログインインターフェースをロードするために、前記ターゲ
ットシステムに関する前記情報に基づいて、前記第２のサービス要求を前記ターゲットシ
ステムへ送信し、さらに、前記ログインインターフェースから受信した前記ターゲットシ
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ステムの前記アカウント及びパスワードの情報に対して検証を実行するステップと；
　前記検証をパスした場合は、前記ターゲットシステムが前記第２のサービス要求に対応
したサービス操作を実行した後に、前記ターゲットシステムアカウントを含む第２の実行
結果を受信するステップと；
　前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカウントとの間の前記マッ
ピング関係を、前記所定の記憶ユニットに記憶するステップと；を備える、
　第１の局面に記載の方法。
［第３の局面］
　前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカウントとの間のマッピン
グ関係を前記所定の記憶ユニットに記憶する前記ステップは：
　前記ソースシステムが、前記アカウントがバインドされるものであることを示すメッセ
ージを取得し、前記アカウントがバインドされるものであることを示す前記メッセージの
取得後に、前記サービスシステムへ記憶命令を戻すことができるようにするために、前記
第２の実行結果を前記ソースシステムへ送信するステップと；
　前記記憶命令に従って、前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカ
ウントとの間の前記マッピング関係を前記所定の記憶ユニットに記憶するステップと；を
備える、
　第２の局面に記載の方法。
［第４の局面］
　前記方法は、決済時における異なるシステム間でのログインに適用されるものであり、
前記サービス要求は決済要求である、
　第１乃至３の局面のいずれかに記載の方法。
［第５の局面］
　異なるシステム間でのサービス操作を実行する方法であって：
　サービスプラットフォームから送信された第１のサービス要求とターゲットシステムア
カウントとを、ターゲットシステムにより受信するステップと；
　前記ターゲットシステムアカウントの検証後に、前記第１のサービス要求に対応したサ
ービス操作を実行して第１の実行結果を取得するステップと；
　前記第１の実行結果を前記サービスプラットフォームへ戻すステップと；を備える、
　異なるシステム間でのサービス操作を実行する方法。
［第６の局面］
　サービスプラットフォームから送信された第１のサービス要求とターゲットシステムア
カウントとを、ターゲットシステムにより受信する前記ステップの前に：
　前記サービスプラットフォームから受信した第２のサービス要求に基づいて、前記ター
ゲットシステムのログインインターフェースをロードするステップと；
　前記ログインインターフェースから前記ターゲットシステムの前記アカウント及びパス
ワードを取得し、前記ターゲットシステムの前記アカウントと前記パスワードに対して検
証を実行するステップと；
　前記ターゲットシステムの前記アカウント及び前記パスワードの検証後に、前記第２の
サービス要求にサービス操作を実行して、第２の実行結果を取得するステップと；
　前記サービスプラットフォームが前記ターゲットシステムアカウントを記憶できるよう
にするために、前記ターゲットシステムアカウントを含む前記第２の実行結果を前記サー
ビスプラットフォームへ戻すステップと；を備える、
　第５の局面に記載の方法。
［第７の局面］
　前記ターゲットシステムの前記アカウント及び前記パスワードの検証後に：
　前記ターゲットシステムアカウントに再び検証を実行するときに、前記ターゲットシス
テムが前記パスワードに対しては検証を実行せずに、前記ターゲットシステムアカウント
だけに対して検証を実行するように、前記ターゲットシステムアカウントに識別情報を追
加するステップをさらに備える、
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　第６の局面に記載の方法。
［第８の局面］
　サービスプラットフォームであって、受信ユニットと、検索ユニットと、送信ユニット
とを備え；
　前記受信ユニットは、ソースシステムから送信された、ソースシステムアカウントとタ
ーゲットシステムに関する情報とを含む第１のサービス要求を受信するように構成され；
　前記検索ユニットは、前記受信ユニットが受信した前記ソースシステムアカウント及び
前記ターゲットシステムに関する前記情報に基づいて、所定の記憶ユニットからターゲッ
トシステムアカウントを検索するように構成され、前記所定の記憶ユニットは、前記ソー
スシステムアカウントにバインドされた、別のシステムのソースシステムアカウントと情
報とを記憶するように構成され；
　前記送信ユニットは、前記検索ユニットが検索した前記第１のサービス要求と前記ター
ゲットシステムアカウントとを前記ターゲットシステムへ送信し、これにより、前記ター
ゲットシステムアカウントの検証後に、前記ターゲットシステムが、前記第１のサービス
要求に対応したサービス操作を実行できるように構成され；
　前記受信ユニットは、前記ターゲットシステムから戻された第１の実行結果を受信し、
前記第１の実行結果を前記ソースシステムへ転送するようにさらに構成される；
　サービスプラットフォーム。
［第９の局面］
　前記サービスプラットフォームは保存ユニットをさらに備え、
　前記受信ユニットは、前記ソースシステムから送信された第２のサービス要求を受信す
るようにさらに構成され、ここで、前記第２のサービス要求は前記ソースシステムアカウ
ントと前記ターゲットシステムに関する前記情報とを含み、
　前記送信ユニットは、前記受信ユニットが受信した前記ターゲットシステムに関する情
報に基づいて、前記第２のサービス要求を前記ターゲットシステムへ送信するように構成
され、これにより、前記ターゲットシステムのログインインターフェースをロードし、前
記ログインインターフェースから受信した前記ターゲットシステムの前記アカウントとパ
スワードの情報に対して検証を実行できるようになり、
　前記受信ユニットは、前記検証をパスした場合に、前記第２のサービス要求に対応した
前記ターゲットシステムがサービス操作を実行してから戻された、前記ターゲットシステ
ムアカウントを含む第２の実行結果を受信するように構成され、
　前記保存ユニットは、前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムアカウ
ントとの間のマッピング関係を前記所定の記憶ユニットに記憶するように構成される、
　第８の局面に記載のサービスプラットフォーム。
［第１０の局面］
　前記保存ユニットは、具体的に：
　前記アカウントがバインドされるものであることを示すメッセージを前記ソースシステ
ムが取得し、前記アカウントがバインドされるものであることを示す前記メッセージの取
得後に、前記サービスシステムに記憶命令を戻すことができるように、前記第２の実行結
果を前記ソースシステムへ送信し；
　前記記憶命令に基づいて、前記ソースシステムアカウントと前記ターゲットシステムア
カウントとの間の前記マッピング関係を前記所定の記憶ユニットに記憶するように構成さ
れる、
　第９の局面に記載のサービスプラットフォーム。
［第１１の局面］
　前記サービスプラットフォームは、決済時における異なるシステム間でのログインに適
用されるものであり、前記サービス要求は決済要求である、
　第８乃至１０の局面のいずれかに記載のサービスプラットフォーム。
［第１２の局面］
　ターゲットシステムであって：
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　受信ユニットと、実行ユニットと、送信ユニットとを備え；
　前記受信ユニットは、サービスプラットフォームから送信された第１のサービス要求と
ターゲットシステムアカウントとを受信するように構成され；
　前記実行ユニットは、前記受信ユニットが受信した前記ターゲットシステムアカウント
が検証された後に、前記第１のサービス要求に対応したサービス操作を実行して、第１の
実行結果を取得するように構成され；
　前記送信ユニットは、前記第１の実行結果を前記サービスプラットフォームへ戻すよう
に構成される；
　ターゲットシステム。
［第１３の局面］
　前記ターゲットシステムは、ローディングユニットと取得ユニットとをさらに備え；
　前記ローディングユニットは、前記サービスプラットフォームから受信した第２のサー
ビス要求に基づいて、前記ターゲットシステムのログインインターフェースをロードする
ように構成され；
　前記取得ユニットは、前記ローディングユニットによりロードされた前記ログインイン
ターフェースから、前記ターゲットシステムの前記アカウントとパスワードの情報を取得
し、前記ターゲットシステムの前記アカウントと前記パスワードとに対して検証を実行す
るように構成され；
　前記実行ユニットは、前記取得ユニットが取得した前記ターゲットシステムの前記アカ
ウントと前記パスワードの検証後に、前記第２のサービス要求に対応したサービス操作を
実行して、第２の実行結果を取得するようにさらに構成され；
　前記送信ユニットは、前記実行ユニットが取得した、前記ターゲットシステムアカウン
トを含む前記第２の実行結果を前記サービスプラットフォームへ戻し、前記サービスプラ
ットフォームが前記ターゲットシステムアカウントを記憶できるようにさらに構成される
、
　第１２の局面に記載のターゲットシステム。
［第１４の局面］
　追加ユニットをさらに備え；
　前記追加ユニットは、前記ターゲットシステムアカウントに対して再び検証を実行する
ときに、前記ターゲットシステムが前記パスワードに対しては検証を実行せずに、前記タ
ーゲットシステムアカウントだけに対して検証を実行できるようにするために、前記ター
ゲットシステムアカウントに識別情報を追加するように構成される、
　第１３の局面に記載のターゲットシステム。
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